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第１章 蒲郡市地域公共交通計画の策定の趣旨及び位置づけ 

 

１．蒲郡市の概況                                 

蒲郡市は三河湾の海岸線に沿って東西に長く、平野を取り巻くように山地が分布してお

り、平野部を走るＪＲ東海道本線、名鉄西尾・蒲郡線を軸として、まとまった市街地が形

成されており、そこへ通じる交通機関として、民間路線バス（幹線バス）が運行されてき

た。 

また、市北部の山間部地域をはじめとした公共交通空白地域の解消のため、各地区で支線

バスが導入されている。 

 

２．公共交通に係る計画の策定経緯                         

市の最上位計画である第五次総合計画（令和３年度～令和 12年度）では、めざす将来の

姿について、「子どもや高齢者らが安心して移動できる公共交通体系が構築されている」、

「地域で創り、守り、育てあげる持続性の高い公共交通体系が構築されている」の２つを

掲げている。 

公共交通における計画については、公共交通体系を一体的に改善する施策を進めるため、

平成 26年３月に「地域公共交通総合連携計画」を定めた。その後、交通政策基本法の施行、

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の改正を受け、平成 28年３月に「蒲郡市地域

公共交通網形成計画」への変更を行った。令和３年６月に計画を更新し、「蒲郡市地域公共

交通計画（第二次蒲郡市地域公共交通網形成計画）（以降、旧計画とする。）」を定め、令和

７年度（2025年度）末を最終年度とする計画を推進した。旧計画では、第五次総合計画を

踏まえ、「鉄道を中心とした交通ネットワーク網の維持確保のための取組」、「関係者間の連

携強化による事業推進」を基本的な方針とした。旧計画は令和７年６月に最終改訂されて

いる。 

 

３．新しい計画の策定（法的位置づけ）                      

旧計画が令和７年度末をもって計画期間を迎えることから、新しい計画を策定する必要

があった。そのため、旧計画の施策進捗状況を評価するとともに、蒲郡市の現状実態や住

民ニーズ、上位関連計画などを確認し、地域公共交通に関する課題・問題点を抽出した。

そして、この課題・問題点を解決するために実施する施策を検討し、本計画を策定した。 

この新しい計画は、旧計画に引き続き、「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律

（平成 19年法律第 59号）」に基づく「地域公共交通計画」として位置付ける。 
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４．SDGsの推進                            

持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals: SDGs）は、2015年９月に国

連で採択された 2030年までの国際開発目標である。17の目標と 169のターゲットと 230

の指標からなり、「誰一人取り残さない」社会の実現に向け、途上国及び先進国で取り組

むものです。 

蒲郡市では、「蒲郡市 SDGs推進方針」を令和 2年 2月に策定し、持続可能な開発目標の

推進を図るため、蒲郡市地域公共交通計画もその一環として位置づける。 

公共交通分野のターゲットとしては、「目標９．強靭（レジリエント）なインフラ構

築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベーションの推進を図る」及び「目標

11．包摂的で安全かつ強靭（レジリエント）で持続可能な都市および人間居住を実現す

る」の２つの持続可能な開発目標を中心に取り組むものとする。 

 

図表 １-１  持続可能な開発目標 

 

 

 

 



計画編 第２章 旧計画の検証及び課題確認 

4 

 

第２章 旧計画の検証及び課題確認 

 

１．事業の実施状況の確認                               

旧計画の計画期間中の事業の実施状況は、下記の通り。 

評価結果に印で示しているように、すべての事業を計画的に実行できている。 

 

 ＜評価結果の定義（印）＞ 

◎：十分に実施できている。 

〇：おおむね計画通りに実施できている。 

 

図表 ２-１  事業の実施状況と評価 

旧計画で定めた事業 評価結果 

ネットワーク網の構築 

 名鉄西尾・蒲郡線の維持・利

用促進事業 

◎ 

・令和３年に西尾市、蒲郡市、名古屋鉄道株

式会社で３者連携合意書を締結し、これま

で以上に利用促進活動を実施。 

・協議を重ね、名鉄蒲郡線について、みなし

上下分離方式による 15年間を基本とした存

続方針が決定。 

 蒲郡市による民間路線バス

（幹線バス）の運行支援 
○ 

・計画期間中、経費支援を継続実施。 

・補助対象路線を追加。 

交通空白地対応 

 支線バスの運行継続 

（形原、東部、西部、三谷、

大塚） 

◎ 

・各地区において運行継続。 

 

 支線バスの事業改善検討（支

線バスの拡大、利用促進、１

日乗車券等） 

◎ 

・令和６年３月に西浦地区、令和７年 10月に

塩津地区において運行開始。 

・運行日数を週３日から４日に拡大。 

・地区協議会の協議に基づき、停留所の新設

や移設などを実施。 

・PayPay での運賃支払い対応を実施。 

・１日乗車券は未実施。 

 高齢者タクシー運賃助成事業 
◎ 

・割引タクシーチケット配布事業を継続実

施。 

 福祉移動支援事業（福祉タク

シー料金助成、福祉有償運送

事業） 

◎ 

・福祉タクシー料金助成、福祉有償運送事業

を継続実施。 



計画編 第２章 旧計画の検証及び課題確認 

5 

 

旧計画で定めた事業 評価結果 

住民・来訪者にとって利用しやすいサービス提供の推進 

 利用してもらうための情報発

信対応 
◎ 

・GTFS の更新。 

・公共交通マップの作成。 

・蒲郡市観光交流センター（ナビテラス）で

の情報提供の実施。 

 観光ビジョンに基づく二次交

通の拡充、観光 MaaS 等の事

業化検討 

○ 

・チョイソコを活用した二次交通の実証運行 

・シェアサイクルポートの展開 

 レンタサイクル事業 

◎ 

・蒲郡市観光交流センター（ナビテラス）に

おいて継続実施。（蒲郡市観光協会） 

・西浦駅・形原駅において、継続実施。（名鉄

西尾・蒲郡線活性化協議会） 

 利用環境改善事業（ベンチ等

の設置ほか） ○ 

・西浦駅待合所を設置。 

・支線バス停留所のベンチを 15件設置・更新

した。 

関係者間の連携強化 

 地域公共交通会議等（地区協

議会等）の開催・協議 ◎ 

・適時会議を開催し、支線バスのモニタリン

グや新規路線の運行、利用促進策等につい

て協議した。 

適切な事業管理運営 

 地域公共交通会議等による事

業評価の実施 
◎ 

・年度当初の会議において、計画に基づく事

業進捗の評価を実施するとともに、フィー

ダー補助事業にかかる自己評価についても

毎年協議を実施した。 

さらなる利用拡大（利用促進活動/創意工夫） 

 移動手段の総動員化検討 

○ 

・令和５年度において、関係者に対するヒア

リングを行い、課題を確認した。引き続

き、情報収集を行う。 

 市民まるごと赤い電車応援団

による利用促進事業 
◎ 

・利用促進大会など、西尾市名鉄西尾・蒲郡

線応援団とともに利用促進活動を実施。 

 民間路線バス（幹線バス）等

の利用促進事業 

◎ 

・バスマップの作成・配布。 

・東三河夏休み小学生 50円バスとして、路線

バスを中心に、乗り方等の周知も兼ねた PR

事業を実施。 

・蒲郡まつり等のイベント時に、乗車体験や

制服着用体験等の周知 PR 活動を実施。 
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旧計画で定めた事業 評価結果 

 支線バスの利用促進事業 

◎ 

・地区ごとに、体験乗車を含む乗り方講座や

敬老会等への回数券配布、保育園児のぬり

え大会、ベンチの設置などの取組みを行っ

た。 

 地域公共交通会議等を活用し

た新たな交通事業の展開検討

（MaaS/CASE 等） 

◎ 

・東三河８市町村で構成する東三河地域公共

交通活性化協議会にて、県事業を活用して

東三河 MaaS を構築。 
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２．設定した指標による評価                              

（１）各モード別の指標による評価 

 各モード別の事業管理を行うため下記評価指標・目標値に基づき評価する。 

 

○鉄道（名鉄西尾・蒲郡線） 

・コロナ禍で利用者数が大幅に減少したため、コロナ禍前の利用者数までの回復を目指す

こととしていた。 

 

図表 ２-２ 目標値と評価結果（鉄道） 

評価指標 策定時 目標 実績値 
達成

状況 

吉良吉田～蒲郡間の

利用者数 

155 万人/年：2019 年度 

121 万人/年：2020 年度 

155 万人/年 1,391,054 人 

(2024 年度) 
未達 

※利用者数は交通事業者の輸送実績より集計 

 

コロナ禍からの回復は９割程度に留まり、目標を達成できていない。在宅ワークなど新

しい生活様式が定着したことが影響し、全国的にコロナ禍前の状況まで回復しない状況と

なっている。 

 

○民間路線バス（幹線バス） 

・コロナ禍で利用者数が大幅に減少したため、コロナ禍前の利用者数までの回復を目指す

こととしていた。 

 

図表 ２-３ 目標値と評価結果（民間路線バス（幹線バス）） 

評価指標 策定時 目標 実績値 
達成

状況 

総利用者数 16.2 万人/年：2019 年度 

10.7 万人/年：2020 年度 

16 万人/年 117,195 人 

(2024 年度) 
未達 

※利用者数は交通事業者の輸送実績より集計 

※2020 年度時点の支援対象路線のみを比較 

 

コロナ禍からの回復は７割程度に留まり、目標を達成できていない。利用者数の回復が

低調であったため、コロナ禍で実施した減便についても復便の実施に至らず、運行本数も

コロナ禍前より少ない状況が継続している。 
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○支線バス 

・利用者数について、運行開始間もない路線が多いため、数値目標より毎年増加を目指す

こととしていた。 

・収支率について、最低限の事業性を確保する観点から設定した。 

 

図表 ２-４ 目標値と評価結果（支線バス） 

評価指標 策定時 目標 実績値 
達成

状況 

総利用者

数（路線

別の利用

者数） 

 

地区 年度 利用者数 

形原 2019 4,836 人 

2020 3,568 人 

東部 2019 1,210 人 
（10～3 月） 

2020 1,567 人 

西部 2019 257 人 
（1～3 月） 

2020 874 人 

三谷 2020 414 人 
（1～3 月） 

 

増加 

※各路線

前年実

績を基

に拡大

を目指

す 

 

地区 年度 利用者数 

形原 2023 6,336 人 

2024 6,385 人 

東部 2023 2,379 人 

2024 2,930 人 

西部 2023 1,821 人 

2024 1,893 人 

三谷 2023 3,942 人 

2024 3,524 人 

大塚 2023 2,150 人 

2024 2,687 人 

西浦 2024 910 人 

2024 年度三谷地区を除き、全

地区で前年度実績を上回った 

達成 

路線別の

収支率 

 

形原地区：11.0％ 

東部地区：7.7％ 

西部地区：5.9％ 

三谷地区：6.2％（34.5％） 

 (2020 年度) 

三谷地区の（）内は回数券の先行販
売を含む数値 

10％以上 

 

形原地区：11.8％ 

東部地区：6.0％ 

西部地区：4.4％ 

三谷地区：7.2％ 

大塚地区：5.1％ 

西浦地区：2.5％ 

(2024 年度) 

未達 

※利用者数は交通事業者の輸送実績より集計 

※収支率は収入（運賃実績と広告収入）÷支出（交通事業者の運行経費）により算出 

 

 計画期間中、新たに西浦地区、塩津地区で支線バスの運行を開始した。また、全路線で

運行日を週３日から４日に拡大した。支線バス網が拡大したことで総利用者数は増加し、

目標を達成した。各路線においても利用者数は毎年増加を続けている。 

 収支率については、地区ごとの実情に応じて利用者数や広告協賛事業者数に違いがあり、

最も利用者が多い形原地区を除き目標を達成できていない。 
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○タクシー（高齢者タクシー運賃助成事業） 

・コロナ禍で利用者数が大幅に減少したため、コロナ禍前の利用者数までの回復を目指す

こととしていた。 

 

図表 ２-５ 目標値と評価結果（タクシー） 

評価指標 策定時 目標 実績値 達成状況 

利用者数 

 

3,474 人：2019 年度 

2,867 人：2020 年度 

3,500 人/年 2,636 人/年 

(2024 年度) 
未達 

※利用者数は交通事業者の輸送実績より集計 

 

回復傾向は見られず、概ね横ばいで推移したため、目標を達成できていない。 

全体的に利用が減少傾向にあるが、利用目的別では「駅・バス停」に関する利用が最も

減少割合が大きく、支線バスの整備が進んだことによりバス利用への転換が一定数あった

と考えられる。 
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（２）利便性・サービス水準からみた指標による評価 

 移動サービスの「利便性・サービス水準の観点」から評価指標・目標値に基づき評価す

る。 

 

〇サービス提供範囲（鉄道・民間路線バス（幹線バス）・支線バス） 

・支線バスの拡充等によりカバー範囲の拡大を目指すこととしていた。 

 

図表 ２-６ 目標値と評価結果（サービス提供範囲） 

評価指標 策定時 目標 実績値 達成状況 

人口カバー率 

（公共交通サービ

スを提供できてい

る人口割合） 

89.7％ 

（2021 年 4 月 

時点） 

92％以上 93.6% 

（2025年10月 

時点） 
達成 

※人口カバー率＝鉄道駅から半径 1km 及び民間路線バス（幹線バス）と支線バスの停留

所から 300m のカバー圏域の人口÷市全体人口より算出 

 

西浦地区及び塩津地区への支線バス導入により交通空白地の解消が進み、目標を達成し

た。 

 

〇日常の移動に不便を感じている人の割合（全モード） 

・策定時の実績からの改善を目指すこととしていた。 

 

図表 ２-７ 目標値と評価結果（日常の移動に不便を感じている人の割合） 

評価指標 策定時 目標 実績値 達成状況 

日常の移動に不便

を感じている人の

割合 

31％ 

（2020 年度住民向

けアンケート調査

結果より集計） 

30％未満 35.7% 

（2025 年度住

民向けアンケ

ート調査結果

より集計） 

未達 

 

不便を感じている人の割合が増加しており、目標未達である。 
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３．現状の公共交通のネットワーク状況とカバー状況                   

（１）蒲郡市における公共交通のネットワーク状況 

蒲郡市内の公共交通について、鉄道は JR東海道本線と名鉄蒲郡線があり、JRは４カ所、

名鉄は５カ所の駅を有している。 

幹線バスについては、蒲郡駅を中心に東西方向と市民病院を結ぶ路線が名鉄バス株式会

社により運行されている。 

交通空白地域の解消を目的として、地域協議組織が構築した支線バス（くるりんバス）

が７路線（形原地区・東部地区・西部地区・三谷地区・大塚地区・西浦地区・塩津地区）運

行されている。 

 

図表 ２-８  蒲郡市の公共交通の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

東部地区 

西部地区 

形原地区 

名鉄蒲郡線 

JR 東海道本線 

形原駅  

三河鹿島駅  

西浦駅  

三河塩津駅  

蒲郡駅 

三河三谷駅  

三河大塚駅  

三谷地区 

大塚地区 

幹線バス 

蒲郡競艇場前駅  

蒲郡駅 

塩津地区 

西浦地区 

JR 東海道本線 

名鉄蒲郡線 

幹線バス 

形原地区   東部地区 

西部地区   三谷地区 

  大塚地区   西浦地区 

  塩津地区 
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○鉄道 

・鉄道については、JR 東海道本線と名古屋鉄道（名鉄）蒲郡線の２路線が運行されている。

東海道新幹線は通過のみである。 

・鉄道駅は JR に４駅（三河塩津、蒲郡駅、三河三谷駅、三河大塚駅）、名鉄に５駅（西浦

駅、形原駅、三河鹿島駅、蒲郡競艇場前駅、蒲郡駅）ある。東海道新幹線の最寄駅は豊

橋駅（豊橋市）である。 

・運行本数は、JR 東海道本線が豊橋・浜松方面 110 本/日、岡崎・名古屋方面 108 本/日。

名鉄蒲郡線が吉良吉田方面・蒲郡方面ともに 35本/日である。 

・JR 東海道本線の運賃は 160 円～210 円（三河大塚駅～三河塩津駅）。名鉄蒲郡線の運賃

は 180円～330円（蒲郡駅～西浦駅）、510円（蒲郡駅～吉良吉田駅）である。 

・名鉄蒲郡線については、みなし上下分離方式による令和９年４月から 15年間を基本と

する存続方針が決定している。 

 

図表 ２-９  鉄道路線網 

  

資料：愛知県統合型地理情報システムマップあいちより  
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○幹線バス 

・幹線バスについては、蒲郡駅を中心に東西方向と市民病院を結ぶ路線が名鉄バス株式会

社により運行されている。 

・運賃：130円～690円（西浦病院循環線）、130円～560円（丸山病院循環線） 

・蒲郡市内バス全線定期券：１ヶ月 7,000円 

 

図表 ２-１０  幹線バス路線網（名鉄バス蒲郡地区路線図） 

 

資料：名鉄バス蒲郡管理所エリア路線図 
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○支線バス（くるりんバス） 

・支線バスが７路線（形原地区・東部地区・西部地区・三谷地区・大塚地区・西浦地区・塩

津地区）運行されている。週４日、６～７便／日の運行。 

・運賃大人：１乗車 100円（中学生以上）、小学生：１乗車 50円 

図表 ２-１１ 支線バスマップ（くるりんバス） 
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（２）人口カバー率 

蒲郡市の人口に対する公共交通のカバー状況を確認した。 

公共交通のカバー圏域の定義は、鉄道駅から半径 1km、幹線バス・支線バスは停留所か

ら 300m とした。 

公共交通が提供されている人口のカバー率は 93.6％である。 

 

図表 ２-１２  公共交通の人口カバー率 

 人口 カバー率 

蒲郡市全体人口 79,860 人 100.0% 

鉄道 1km 圏域 54,606 人  68.4% 

幹線バス 300m 圏域 36,738 人  46.0% 

鉄道 1km 圏域+幹線バス 300m 圏域 62,029 人  77.7% 

鉄道 1km 圏域+幹線バス 300m 圏域 

+支線バス 300m 圏域 

74,760 人  93.6% 

注：令和２年簡易 100m メッシュ人口（令和２年国勢調査の 250m メッシュ集計の人口を

100m メッシュに按分したデータ）を用いて面積按分により計測。行政境界部分の人

口は面積按分によるため国勢調査人口（79,538 人）とマップベースとは乖離がある。 

  
資料：東京大学空間情報科学研究センター「令和２年簡易 100m メッシュ人口」を基に、

QGIS にて作成  

形原駅  

三河鹿島駅  

西浦駅  

三河塩津駅  蒲郡駅 

三河三谷駅  

三河大塚駅  

蒲郡競艇場前駅  蒲郡駅 
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４．公共交通に対する住民ニーズ                            

（１）市民 3,000人に対するアンケート調査の実施 

 公共交通の利用実態とサービスに対する意向、将来の公共交通のあり方に対する意見を

確認するためアンケート調査を実施した。 

 

図表 ２-１３ 住民アンケート調査概要 

対象 蒲郡市在住の満 16 歳以上の方 3,000 人（住民基本台帳から無作為抽出） 

手法 

期間 

郵送による配布・回収（オンライン回答併用） 

 2025（R7）年 8 月 8 日（金）～9 月 1 日（月） 

回収数 回収数：1,165 票（38.8％）  有効回答数：1,165 票（38.8％）  

調査項目 問１：回答者属性 

問２：外出頻度・目的 

問３：公共交通に対する評価 

問４：「名鉄西尾・蒲郡線」の利用実態 

問５：バスの利用実態とその満足度 

問６：コミュニティバスのあり方 

問７：蒲郡市の将来的な公共交通のあり方 

 

（２）結果概要 

＜公共交通全体の現状について＞ 

・日常の公共交通での移動に不便を「感じている」「やや感じている」人の割合は

35.7％となり、前回調査から悪化した。不便に感じる理由としては、運賃ではなく、

運行本数の少なさと駅・バス停が遠いとの回答が多い。 

・公共交通が「ない」あるいは「利用しづらい」ために外出を控えた経験があると回答

した人の割合が２割程度ある。 

＜各モードについて＞ 

・名鉄蒲郡線及び路線バスについては、現状の運行維持を望む意見が多い。 

・くるりんバスの認知度は十分に向上したが、利用経験者の割合が極めて少ない。 

・くるりんバスのサービス水準については、維持と向上（運行日数拡大と運行本数拡大

の合計）が拮抗している。 

＜将来の公共交通のあり方、財政負担について＞ 

・蒲郡市の将来的な公共交通のあり方として、優先すべき目的については、通学及び高

齢者や障がい者等の移動確保と回答した割合がともに７割以上と圧倒的に多く、次い

で通勤が４割程であった。一方で、観光とした人は２割未満であった。 

・現状の市の財政負担額については、「妥当」と回答した人の割合が半数を超えたが、

多すぎるという意見も一定数あった。 

・公共交通を維持していくことについては財政負担の増大を許容する傾向にある。一方

で、サービス向上については、需要が多いところを優先すべきという声がやや多い。 
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（３）前々回 2017年調査・前回 2020年調査との比較 

・「日常の公共交通での移動における不便の有無」について、「感じている」「やや感じてい

る」人の割合は 35.7％となり、前々回・前回調査と比較して悪化した。 

問 3-1：公共交通での移動における不便の有無 2017 年調査 2020 年調査 2025 年調査 

「感じている」「やや感じている」人の割合 34.6% 31.0% 35.7% 

 

・「バスの利用頻度」について、「ほとんど乗らない」人の割合は 91.7％となり、前々回・

前回調査と比較して悪化した。 

問 5-1(1)：バスの利用頻度 2017 年調査 2020 年調査 2025 年調査 

「ほとんど乗らない」人の割合 85.4% 86.8% 91.7% 

 

・バスの「サービス水準に対する満足度」について、「満足」「おおむね満足」を選択した

人の割合は 36.8％となり、前々回・前回調査と比較して改善した。 

問 5-2：サービス水準に対する満足度 2017 年調査 2020 年調査 2025 年調査 

「満足」「おおむね満足」を選択した人の割合 35.1% 36.4% 36.8% 

 

・公共交通を維持するための「市の財政負担額」について、「妥当」を選択した人の割合は

58.2％となり、前回調査から増加した。 

問 7-2：公共交通維持にかかる市の財政負担額 2017 年調査 2020 年調査 2025 年調査 

「妥当」を選択した人の割合 36.8% 42.3% 58.2% 

※無回答を除外している。 
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５．公共交通を取り巻く社会情勢の変化                      

公共交通を取り巻く社会情勢は大きく変化している。 

 

① アフターコロナの移動需要 

・コロナ禍の影響を受け、通勤・通学・観光などのあらゆる移動需要が変化した結果、鉄

道・バス等の利用者数は、コロナ禍以前に比べて減少し、元通りに回復していない。 

・通勤については、テレワークの普及による在宅勤務や時差勤務により移動需要の総量の

減少や時間帯の変化がみられる。 

・通学については、少子化の進行により移動需要の総量の減少がみられる。 

・観光については、外国人観光客数は急激に回復し過去最多を更新した一方で、国内観光

客数はコロナ禍前の水準まで回復していない。 

 

② 人件費上昇、物価高騰による運行経費の増大 

・人件費の上昇や燃料費、車両設備などあらゆる物価の高騰により、鉄道・バス・タクシ

ー等の運行経費が大幅に増大している。 

・運行経費の増大に運賃収入が追い付かず、民間企業による公共交通の提供が限界を迎え

ており、自治体が担うべき役割が増大している。 

 

③ バス運転手の不足（いわゆる 2024年問題の顕在化） 

・バス運転手の労働時間に関する「改善基準告示」が 2024年４月に改正され、労働時間の

上限規制が強化されたことで、十分な運転手の確保ができなくなっている。 

・路線の新設が難しいだけではなく、現行路線の減便や廃止に繋がる事例が出てきており、

社会問題になっている。 

 

④ 自動運転や AI 等の技術革新 

・自動運転技術や AI を活用した運行管理システムなど、公共交通分野における技術革新が

急速に進展している。 

・運転手不足への対応策として、自動運転バスの実証実験や導入が各地で進められており、

今後の運行体制のあり方に大きな影響を与える可能性がある。 
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６．蒲郡市の公共交通の現状認識と課題 

（１）公共交通サービスを取り巻く環境変化について 

○地域公共交通計画の評価から見た課題 

旧計画では、計画期間内に予定していた事業を実行することができた。特に交通空白

地対応では、西浦及び塩津地区で支線バスの運行を開始することができ、市全域を概ね

カバーできている。 

一方で、評価指標については、名鉄蒲郡線及び民間路線バス（幹線バス）の利用目標、

支線バスの収支率等について達成できていないことから、社会情勢の変化を踏まえた目

標指標の設定、目標の達成が必要である。 

 

○将来の公共交通の需要見通しから見た課題 

蒲郡市の人口は今後急激に減少する一方で、老年人口は横ばいで推移する見通しであ

る。そのため、潜在的な公共交通需要に大きな変化はないと考えられるが、アンケート調

査から、支線バスを利用したことがある人の割合は回答者の５％で、現状では多くの住

民は支線バスを利用していない。 

支線バスの運行範囲の拡大から利用できる環境は拡大している中で、利用実績割合が

低水準である状況を考えると、ターゲット層の公共交通の利用率を高める対応が必要で

ある。 

 

○上位関連計画など市のまちづくりと連動した移動サービスの提供 

第五次蒲郡市総合計画では、「人と人がつながり、快適な暮らしを支えるまちづくり」

を目指し、その都市基盤整備を支える公共交通分野について、めざす将来の姿を定めて

いる。また、立地適正化計画では、コンパクトな都市構造を維持するまちづくりを目指し

ており、拠点間を結ぶ公共交通施策の事業推進を位置付けている。 

公共交通は、これらのまちづくりについての計画と連動し、社会インフラとして維持

していくことが求められている。 

 

○年齢・障がい等の個人属性に応じたサービス提供 

蒲郡市では、鉄道・幹線バス・支線バスの運行に加え、高齢者タクシー運賃助成事業や

福祉タクシー料金助成事業等の実施により、年齢・障がいといった個人属性に配慮した

サービス提供ができている。 

これらの移動サービス提供について、それぞれのニーズの変化に注意しながら継続す

ることが必要である。 

 

○アンケート調査で明らかとなった住民ニーズへの対応 

「日常の公共交通での移動において不便と感じている人の割合」は前回調査から悪化

し、その理由については運行本数の少なさと駅・バス停が遠いとの回答が多かった。 

公共交通維持のための財政負担の増大に対しては許容する傾向にあり、高齢者や障が

い者等の移動環境の確保に加え、子どもたちの通学手段確保のために公共交通を構築す

ることを支持する割合が大きい結果となった。 

こうした定量的に把握できた住民ニーズに対して、公共交通を賢く利用する行動変容

へと促せるよう、多くの期待に応えられる移動サービスの見直しを継続的に行っていく

必要がある。 
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（２）公共交通サービスの各モードについて 

○鉄道の課題 

名鉄蒲郡線について、みなし上下分離方式による令和９年４月から 15年間を基本とす

る存続方針を決定した。 

鉄道の利用者数はコロナ禍前の９割程度に留まっており、利用者増加に向けた取組が

求められている。 

 

○幹線バスの課題 

バスの利用者はコロナ禍前の７割程度に留まっており、利用者増加に向けた取組が必

要である。 

利用者数の減少や運転手の確保が困難な状況のため、現状のままでは民間事業者によ

る路線維持が困難になっており、移動環境を維持するための取組みが必要である。 

 

○支線バスの課題 

支線バスの地区間の連携が不十分であり、市民病院など他地区への接続及び乗り継ぎ

に関する改善ニーズがある。 

高齢者の利用しやすい日中の時間に運行されているが、通勤通学時間帯には運行され

ておらず、他の世代の利用に繋がっていない。また、住民アンケートからは、認知度に対

して利用したことがある人の割合が極めて少ない。 

これまでの交通空白地をカバーする目的でのサービス提供から、住民ニーズに応じた

利用者目線での改善を行う必要がある。 

 

○ネットワークの課題 

幹線バスと支線バスとの路線重複を避けてきたことから、バス停の相互乗り入れがで

きておらず、乗り換えが難しい。 

交通サービスの供給側の効率性の観点から、運転手や車両管理などについて合理化の

取組みが先行しており、利用者目線でのダイヤ・乗り継ぎが設定できていない。また、ネ

ットワーク全体での協調ができていない。 

鉄道、幹線バス、支線バス等の各モードの役割分担を見直し、ネットワーク全体の協調

を目指したサービスの改善を行う必要がある。 
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第３章 地域公共交通計画の内容 

 

１．計画の基本的な方針  

 

（１）目指す将来の姿 

 

蒲郡市における地域公共交通が目指す将来の姿について、第五次蒲郡市総合計画におけ

る公共交通の将来の姿を発展的に捉え、下記のように設定する。 

 

 

「地域で創り、守り、育てあげる持続性の高い公共交通体系が構築され、子どもや高齢者

をはじめ誰もが安心して移動することのできる環境が構築されている。」 

 

 

（２）計画の基本的な方針 

 

目指す将来の姿を踏まえ、第２章で確認した課題に対し、施策を推進するための基本的

な方針は下記の２点とする。 

 

基本方針１ 

公共交通サービスを取り巻く環境変化に柔軟に対応した移動サービスの更なる拡充 

第五次総合計画において、まちづくり戦略の一つとして、「快適な生活環境の充実」を

掲げ、市民生活の質の改善、にぎわいの創出を目指していることから、新しい交通計画

では、まちづくりを支える重要な交通基盤としての役割を担えるよう更なる拡充を目指

すとともに、利用者のウェルビーイングを高められるよう利用者目線でのサービス提供

に重点を置き、住民ニーズに応えられる利便性の高い公共交通を目指す。加えて、シェ

アサービス等を通じてラストワンマイルの移動サービス環境の充実を図り、誰もが安心

して利用できる移動環境を目指す。 

 

基本方針２ 

モード別の課題に対応したネットワーク全体での移動サービスの強化 

鉄道・幹線バス・支線バスがそれぞれの役割を担い連携することで、利便性の高い公

共交通ネットワークの構築を目指す。鉄道については、広域的な移動を支える「まちの

骨格」としての役割を維持する。幹線バスは、市内の主要な移動ルートを担う移動手段

として、サービスの維持確保をするため官民協働・共創による幹線バスサービスの構築

を目指す。支線バスは、地域の実情や利用者の声を反映し、きめ細やかな運行や利便性

の向上を図ることで、地域住民の満足度を高め、誰もが安心して利用できる支線バスサ

ービスの構築を推進する。また、各モードの連携強化に加え、観光客等にもわかりやす

い情報提供の充実を図り、誰もが利用しやすい総合移動サービスの提供を目指す。  
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２．計画で位置づける対象路線・区域 

計画の対象区域は、蒲郡市全域とする。 

なお、JR 東海道本線や名鉄蒲郡線は、尾張地域や三河地域、隣接する周辺市町との移動

を行う広域的な公共交通ネットワークであり、こうした広域交通の確保・維持等について、

隣接する市町等と連携をとりながら、計画・事業を推進する。 
 

図表 ３-１  対象路線・区域 

対象路線名 対象区域 

基幹公共交通軸 

（鉄道） 

JR 東海道本線 三河塩津駅～三河大塚駅 

名鉄蒲郡線 西浦駅～蒲郡駅 

地域交流路線 

（幹線バス） 

西浦・市民病院線 西浦温泉前～蒲郡駅前～蒲郡市民病院前 

丸山・市民病院線 蒲郡市民病院前～蒲郡駅前～丸山住宅 

地域交流路線 

（支線バス） 

形原地区支線バス 形原駅～形原公民館～三河鹿島駅他 

東部地区支線バス 三河三谷駅～東部公民館～市民病院他 

西部地区支線バス 蒲郡駅～西部公民館～図書館他 

三谷地区支線バス 三河三谷駅～三谷公民館～三谷温泉他 

大塚地区支線バス 三河大塚駅～蒲郡東部病院～丸山住宅他 

西浦地区支線バス 西浦駅～西浦公民館～龍田会館他 

塩津地区支線バス 三河塩津駅～柏原公民館～三河塩津駅他 

図表 ３-２  蒲郡市における地域公共交通ネットワークのイメージ 

  

地域交流路線（幹線バス） 

 地域交流路線（支線バス） 

基幹公共交通軸（鉄道） 

主要乗り換え拠点 
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図表 ３-３  地域公共交通の機能・役割 

機能分類 路線の機能・役割とサービス水準 運行主体 
該当する 

現行路線 

基幹 

公共交通軸 

（鉄道） 

〇鉄道 

・本市と周辺市町を連絡する鉄道路線 

・通勤や通学を主として買い物や通院など

様々な目的に対応 

・広域的な移動需要に対応した高いサービ

ス水準で運行 

・交通事

業者 

・JR 東海道本

線 

・名鉄蒲郡線 

地域交流路線 

（幹線バス） 

〇幹線バス 

・地域内の主要施設をつなぐ移動サービス

を提供するバス路線 

・鉄道や大型商業施設、学校、総合病院等

医療機関の利用を想定 

・毎日運行 

・朝夕の通学・通勤需要に対応した高いサ

ービス水準で運行 

・交通事

業者 

・蒲郡市 

・名鉄バス（西

浦・市民病院

線、丸山・市

民病院線） 

地域交流路線 

（支線バス） 

〇支線バス（コミュニティバス） 

・幹線バスでカバーできない特定地域内の

施設と集落をつなぐ移動サービスを提供

するバス路線 

・鉄道や医療施設、買い物施設などの利用

を想定 

・現行の週４日運行を基本に需要に応じた

サービス水準で運行 

・蒲郡市 

・地域協

議 会

（運行

は交通

事業者

へ 委

託） 

・支線バス（形

原、東部、西

部、三谷、大

塚、西浦、塩

津） 

個別輸送 

・上記の地域公共交通とは補完関係を構築 

・個々の移動需要に応じたサービスを提供 

・交通事

業者 

・蒲郡市 

・一般タクシー 

・福祉サービス 

 
○基幹公共交通軸となる名鉄蒲郡線については、まちづくりと鉄道事業を一体と考え、

みなし上下分離方式による官民協働の鉄道事業により、地域公共交通の利便向上を図

る。実施にあたっては、鉄道事業再構築実施計画を策定し計画的な事業実施により持

続可能な鉄道運行に取り組む。 

〇地域交流路線（支線バス）のうち、形原、東部、西部、三谷、大塚、西浦、塩津につい

ては自治体の運営努力では維持・確保が困難であるため、地域公共交通確保維持改善

事業（地域内フィーダー系統確保維持国庫補助金・車両減価償却費等国庫補助金・公

有民営方式車両購入費国庫補助金）により運行を確保・維持する必要がある。 

〇上記の移動手段を利用できない移動困難者については、日常生活及び社会生活を営む

上で、安全・円滑・快適に移動することができるよう他の個別計画と連動し、合理的

配慮に基づいた運用や交通施設の整備及びその他必要な措置を講ずるものとします。 
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図表 ３-４  支線バス（コミュニティバス）の事業及び実施主体の概要について 

ルート 

名称等 
系統名 

事業許可 

区分 
実施主体 

補助事業の 

活用 

形原地区 

支線バス 

・左回りルート A 

・左回りルート B 

・右回りルート A 

一般乗合旅客自

動車運送事業 

（路線定期） 

蒲郡市 

地域協議会（運行は

交通事業者へ委託） 

地域内フィー

ダー系統補助 

東部地区 

支線バス 

・駅・病院先発ル

ート 

・左回りルート 

・右回りルート 

一般乗合旅客自

動車運送事業 

（路線定期） 

蒲郡市 

地域協議会（運行は

交通事業者へ委託） 

地域内フィー

ダー系統補助 

西部地区 

支線バス 

・左回りルート 

・右回りルート 

一般乗合旅客自

動車運送事業 

（路線定期） 

蒲郡市 

地域協議会（運行は

交通事業者へ委託） 

地域内フィー

ダー系統補助 

三谷地区 

支線バス 

・公民館・三谷駅

北口始発ルート 

・西回りルート 

・東回りルート 

一般乗合旅客自

動車運送事業 

（路線定期） 

蒲郡市 

地域協議会（運行は

交通事業者へ委託） 

地域内フィー

ダー系統補助 

大塚地区 

支線バス 

・左回りルート 

・右回りルート 

一般乗合旅客自

動車運送事業 

（路線定期） 

蒲郡市 

地域協議会（運行は

交通事業者へ委託） 

地域内フィー

ダー系統補助 

西浦地区 

支線バス 

・左回りルート A 

・右回りルート A 

・右回りルート B 

・左回りルート B 

一般乗合旅客自

動車運送事業 

（路線定期） 

蒲郡市 

地域協議会（運行は

交通事業者へ委託） 

活用なし 

塩津地区 

支線バス 

・左回りルート 

・右回りルート 

一般乗合旅客自

動車運送事業 

（路線定期） 

蒲郡市 

地域協議会（運行は

交通事業者へ委託） 

地域内フィー

ダー系統補助 

 

 

 

３．計画期間                             

計画期間は、「2026（R8）年度～2030（R12）年度の５年間」とする。 

「計画期間」は、市の最上位計画「第５次蒲郡市総合計画」の計画期間と整合性を図り

設定している。 
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４．計画の目標                         

「基本的な方針」を適切に推進するため、計画目標、評価指標とその数値目標を下記の

ように設定する。 

 

（１）計画目標 

 

図表 ３-５  計画目標一覧 

基本方針１： 

公共交通サービスを取り巻く環境変化に柔軟に対応した移動サービスの更なる拡充 

計画目標１ 
まちづくりの重要な基盤として、移動サービスの更なる拡充と持続可能

性の向上を目指す。 

計画目標２ 
年齢や障がいに関係なく、すべての人のウェルビーイング（幸福感）を

高めるための、利用者目線でのサービス提供を目指す。 

基本方針２： 

モード別の課題に対応したネットワーク全体での移動サービスの強化 

計画目標３ 広域移動を支える役割を担う鉄道を持続的に維持する。 

計画目標４ 官民協働・共創による幹線バスサービスの構築を目指す。 

計画目標５ 満足度、利便性の高い支線バスサービスの構築を目指す。 

計画目標６ ネットワーク全体での移動サービスの強化を目指す。 
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○基本方針１「公共交通サービスを取り巻く環境変化に柔軟に対応した移動サービスの更な

る拡充」を推進するための計画目標 

計画目標１：まちづくりの重要な基盤として、移動サービスの更なる拡充と持続可能性

の向上を目指す。 

公共交通は、地域のまちづくりを支える重要な基盤である。人口減少や高齢化、ライフ

スタイルの多様化など、社会環境の変化に柔軟に対応しながら、地域住民や来訪者の多様

な移動ニーズに応えるサービスの拡充を図る。また、持続可能な運行体制を確立し、将来

にわたって安定的に利用できる移動サービスの実現を目指す。 

 

計画目標２：年齢や障がいに関係なく、すべての人のウェルビーイング（幸福感）を高

めるための、利用者目線でのサービス提供を目指す。 

すべての人が安心して快適に移動できる社会の実現を目指し、年齢や障がいの有無にか

かわらず、誰もが利用しやすい公共交通サービスの提供に努める。すべての人のウェルビ

ーイングを高められるよう、利便性の高い公共交通を目指し、多様な利用者の声を反映し

たサービス提供になるよう改善を進める。 

 

○基本方針２「モード別の課題に対応したネットワーク全体での移動サービスの強化」を

推進するための計画目標 

計画目標３：広域移動を支える役割を担う鉄道を持続的に維持する。 

鉄道は、広域的な移動を支える基幹的な交通手段として重要な役割を担っている。名鉄

蒲郡線については、みなし上下分離方式による運行形態により官民協働による持続可能な

鉄道運行に取り組む。 

 

計画目標４：官民協働・共創による幹線バスサービスの構築を目指す。 

幹線バスは、地域の主要な移動ルートを担う重要な交通手段である。行政と交通事業

者、地域住民が連携し、効率的かつ持続可能な幹線バスサービスの構築を目指す。官民協

働・共創による運行体制やサービス改善を進め、地域全体の移動利便性向上に寄与する。 

 

計画目標５：満足度、利便性の高い支線バスサービスの構築を目指す。 

支線バスは、鉄道・幹線バスから離れた地域の移動を支える重要な役割を果たす。地域

主導による利用促進を継続し、地区間の接続や乗り継ぎ等のニーズを踏まえたネットワー

ク改善について地域住民と協働して見直しを進める。 

 

計画目標６：ネットワーク全体での移動サービスの強化を目指す。 

鉄道、幹線バス、支線バスなど、さまざまな交通モードが連携し、地域全体で一体的な

移動ネットワークを形成することが重要である。各モードの連携強化を図り、乗り継ぎの

利便性向上や情報提供の充実を進めることで、ネットワーク全体として利便性の高い移動

サービスの強化を目指す。  
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（２）評価指標の設定 

各計画目標に対して、定量的に評価するための評価指標を下記のように設定する。 

 

図表 ３-６  評価指標の一覧 

基本方針 計画目標 評価指標 

【基本方針１】 

公共交通サービ

スを取り巻く環

境変化に柔軟に

対応した移動サ

ービスの更なる

拡充 

【計画目標１】 

まちづくりの重要な基盤とし

て、移動サービスの更なる拡

充と持続可能性の向上を目指

す。 

【数値目標１－１】 

人口カバー率 

【数値目標１－２】 

支線バスの収支率 

【数値目標１－３】 

公共交通維持にかかる市の財政負担

額に対する理解度 

【計画目標２】 

年齢や障がいに関係なく、す

べての人のウェルビーイング

（幸福感）を高めるための、

利用者目線でのサービス提供

を目指す。 

【数値目標２－１】 

不便を感じている人の割合 

【数値目標２－２】 

バス利用者満足度 

【基本方針２】 

モード別の課題

に対応したネッ

トワーク全体で

の移動サービス

の強化 

【計画目標３】 

広域移動を支える役割を担う

鉄道を持続的に維持する。 

【数値目標３】 

鉄道利用者数 

【計画目標４】 

官民協働・共創による幹線バ

スサービスの構築を目指す。 

【数値目標４】 

幹線バス利用者数 

【計画目標５】 

満足度、利便性の高い支線バ

スサービスの構築を目指す。 

【数値目標５】 

支線バス利用者数 

【計画目標６】 

ネットワーク全体での移動サ

ービスの強化を目指す。 

【数値目標６】 

バス＋高齢者タクシー運賃助成事業

の利用者数 
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（３）数値目標の設定 

各評価指標に対する数値目標は下記のように設定する。 

 

図表 ３-７  数値目標 

評価指標 現状 数値目標（2030年） 

【数値目標１－１】 

人口カバー率 

人口カバー率：93.6%  

※鉄道駅から半径 1km 及び幹線バスと

支線バスの停留所から 300m のカバー

圏域の人口÷市全体の人口により算出 

現状維持・向上 

【数値目標１－２】 

支線バスの収支率 

支線バスの収支率(2024 年度)： 

全体：6.1% 

形原地区：11.8% 

東部地区：6.0% 

西部地区：4.4% 

三谷地区：7.2% 

大塚地区：5.1% 

西浦地区：2.5% 

塩津地区：R7/10/11 運行開始 

※収入（運賃実績と広告収入）÷支出

（運行経費）により算出 

全体で 7%以上 

各地区で前年比増加

を目指す 

【数値目標１－３】 

公共交通維持にかか

る市の財政負担額に

対する理解度 

鉄道・幹線バス・支線バス等を維持する

ための財政負担額を「妥当」と回答した

人の割合：58.2% 

※R7 住民アンケート調査結果から集計 

60%以上 

【数値目標２－１】 

不便を感じている人

の割合 

日常の移動に不便を感じている人の割

合：35.7% 

※R7 住民アンケート調査結果から集計 

33%未満 

【数値目標２－２】 

バス利用者満足度 

バス利用者のうち、「満足」・「おおむね

満足」と回答した人の割合：36.8% 

※R7 住民アンケート調査結果から集計 

40%以上 

【数値目標３】 

鉄道利用者数 

名鉄蒲郡線の利用者数(2024 年度)： 

1,391,054 人 

※交通事業者の輸送実績より集計 

140 万人以上 
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評価指標 現状 数値目標（2030年） 

【数値目標４】 

幹線バス利用者数 

幹線バスの利用者数(2024 年度)： 

合計：125,610 人 

西浦・市民病院線：110,641 人 

 丸山・市民病院線：14,969 人 

※交通事業者の輸送実績より集計 

各路線で前年比増加

を目指す 

【数値目標５】 

支線バス利用者数 

支線バスの利用者数(2024 年度)： 

合計：18,329 人 

形原地区：6,385 人 

東部地区：2,930 人 

西部地区：1,893 人 

三谷地区：3,524 人 

大塚地区：2,687 人 

西浦地区：910 人 

塩津地区：R7/10/11 運行開始 

※交通事業者の輸送実績より集計 

各地区で前年比増加

を目指す 

【数値目標６】 

バス＋高齢者タクシ

ー運賃助成事業の利

用者数 

バス＋高齢者タクシー運賃助成事業利用

者数(2024 年度)： 

合計：192,978 人 

幹線バス利用者数：125,610 人 

支線バス利用者数：18,329 人 

タクシー利用者数：49,039 人 

※交通事業者の輸送実績より集計 

20 万人以上 
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５．目標を達成するために行う事業・実施主体                 

目標を達成するために行う主な事業内容とその実施主体を下記のように設定する。 
 

図表 ３-８  事業及びその実施主体について 

基本方針 計画目標 主な事業内容 主な実施主体 

【基本方針１】 

公共交通サー
ビスを取り巻
く環境変化に
柔軟に対応し
た移動サービ

スの更なる拡
充 
 

【計画目標１】 

まちづくりの重
要な基盤とし
て、移動サービ
スの更なる拡充
と持続可能性の

向上を目指す。 

○地域公共交通会議等の開
催・協議・事業評価実施 

○蒲郡市 

○ラストワンマイル移動環
境の検討 

○蒲郡市 
○観光関連事業者 

○レンタサイクル事業の継

続実施 

○蒲郡市 

○名鉄西尾・蒲郡線活性
化協議会 

【計画目標２】 

年齢や障がいに
関係なく、すべ
ての人のウェル

ビーイング（幸
福感）を高める
ための、利用者
目線でのサービ

ス提供を目指
す。 

○高齢者タクシー運賃助成
事業 

○蒲郡市 
○交通事業者（一般乗用
旅客自動車運送事業） 

○福祉移動支援事業（福祉
タクシー料金助成、福祉有
償運送事業） 

○蒲郡市 
○社会福祉協議会 
○交通事業者（一般乗用
旅客自動車運送事業） 

○利用環境改善事業（ベン
チ設置等） 

○蒲郡市 
○交通事業者（一般乗合
旅客自動車運送事業（路
線定期運行）） 

【基本方針２】 

モード別の課
題に対応した
ネットワーク
全体での移動
サービスの維

持強化 

【計画目標３】 

広域移動を支え
る役割を担う鉄
道を持続的に維
持する。 

○鉄道事業再構築事業 

（みなし上下分離方式によ
る名鉄蒲郡線運行） 

○蒲郡市・西尾市 
○鉄道事業者 
○名鉄西尾・蒲郡線対策
協議会 

○鉄道の利用促進事業 ○蒲郡市・西尾市 
○名鉄西尾・蒲郡線活性

化協議会 

【計画目標４】 

官民協働・共創
による幹線バス
サービスの構築
を目指す。 

○幹線バスの運行継続 ○蒲郡市 
○交通事業者（一般乗合
旅客自動車運送事業（路
線定期運行）） 

○幹線バスの事業改善 ○蒲郡市 
○交通事業者（一般乗合
旅客自動車運送事業（路
線定期運行）） 
○地区公共交通協議会 
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基本方針 計画目標 主な事業内容 主な実施主体 

【計画目標５】 

満足度、利便性
の高い支線バス
サービスの構築
を目指す。 

○支線バスの運行継続 ○蒲郡市 
○地区公共交通協議会 
○交通事業者（一般乗合
旅客自動車運送事業（路
線定期運行）） 

○支線バスの事業改善 ○蒲郡市 
○地区公共交通協議会 
○交通事業者（一般乗合
旅客自動車運送事業（路
線定期運行）） 

【計画目標６】 

ネットワーク全
体での移動サー
ビスの強化を目
指す。 

○乗り継ぎ利便性の改善 ○蒲郡市 
○地区公共交通協議会 
○交通事業者（一般乗合
旅客自動車運送事業（路
線定期運行）） 

○利用してもらうための情
報発信対応・利用促進活動 

○蒲郡市 
○名鉄西尾・蒲郡線活性
化協議会 
○地区公共交通協議会 
○交通事業者 

○観光客にとって利用しや

すい情報提供 

○蒲郡市 

○観光関連事業者 
○交通事業者 

 

主な事業内容と実施時期は下記のように設定する。 

 

（１）まちづくりの重要な基盤として、移動サービスの更なる拡充と持続可能性の向上を

目指すための事業内容 

○地域公共交通会議等の開催・協議・事業評価実施 

・蒲郡市地域公共交通会議や各地区の地区公共交通協議会を定期的に開催し、鉄道・幹

線バス・支線バスのネットワークの調整や事業改善等の協議を行う。また、交通サー

ビスの利用実態や収支状況について確認し、計画で定めた事業の進捗確認等を行う。 

2026 年度 2027 年度 2028 年度 2029 年度 2030 年度 

実施 → → → → 

 

○ラストワンマイル移動環境の検討 

・駐輪場等の誘導・配置促進や、その他シェア系サービス等を活用するなど、地域住民

や来訪者のための二次交通の拡充と、ラストワンマイルの移動サービス環境の確保に

ついて検討する。 

2026 年度 2027 年度 2028 年度 2029 年度 2030 年度 

- 検討 → → → 
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○レンタサイクル事業の継続実施 

・蒲郡市の観光資源などを周遊するためのレンタサイクル事業を実施する。 

・観光以外の目的による利用にも適したポートの設置を検討する。 

2026 年度 2027 年度 2028 年度 2029 年度 2030 年度 

実施 → → → → 

 

（２）年齢や障がいに関係なく、すべての人のウェルビーイング（幸福感）を高めるため

の、利用者目線でのサービス提供を行うための事業内容 

○高齢者タクシー運賃助成事業 

・幹線バスや支線バスを補完する移動サービスとして導入されている「高齢者割引タク

シーチケット」配布事業を継続する。 

2026 年度 2027 年度 2028 年度 2029 年度 2030 年度 

実施 → → → → 

 

○福祉移動支援事業（福祉タクシー料金助成、福祉有償運送事業） 

・福祉部局で対応している、障がい者等に対する福祉タクシー料金助成や福祉有償運送

事業を継続する。 

2026 年度 2027 年度 2028 年度 2029 年度 2030 年度 

実施 → → → → 

 

○利用環境改善事業（ベンチ設置等） 

・誰もが安心して公共交通を利用できるよう、ベンチを設置するなどの利用環境改善事

業を継続実施する。 

2026 年度 2027 年度 2028 年度 2029 年度 2030 年度 

実施 → → → → 

 

（３）広域移動を支える役割を担う鉄道を持続的に維持するための事業内容 

○鉄道事業再構築事業 

・名鉄蒲郡線の鉄道事業再構築事業を実施する。 

2026 年度 2027 年度 2028 年度 2029 年度 2030 年度 

準備 実施 → → → 

 

○鉄道の利用促進事業 

・名古屋市や西尾市、豊橋市などとの広域的な移動を支える「まちの骨格」としての役

割を維持し、持続性のある鉄道事業の継続を目指すため、名鉄西尾・蒲郡線を中心に

利用促進事業（市民まるごと赤い電車応援団による利用促進事業など）を実施する。 

2026 年度 2027 年度 2028 年度 2029 年度 2030 年度 

実施 → → → → 
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（４）官民協働・共創による幹線バスサービスを構築するための事業内容 

○幹線バスの運行継続 

・市と交通事業者が一体となり将来にわたる運行継続に向けた協議を行い、官民協働・

共創により、幹線バスの運行を継続する。 

2026 年度 2027 年度 2028 年度 2029 年度 2030 年度 

実施 → → → → 

 

○幹線バスの事業改善 

・幹線バスとして適切なルート・ダイヤの改善に向けた調整を行う。 

・鉄道・バスの乗り継ぎ等ニーズを踏まえたネットワークの見直しを図り、幹線バスの

満足度と利便性の向上を目指す。 

2026 年度 2027 年度 2028 年度 2029 年度 2030 年度 

検討 実施 → → → 

 

（５）満足度、利便性の高い支線バスサービスを構築するための事業内容 

○支線バスの運行継続 

・７つの地区で導入された支線バスについて、適正に運行されているかモニタリングし、

安定的な運行継続を目指す。 

2026 年度 2027 年度 2028 年度 2029 年度 2030 年度 

実施 → → → → 

 

○支線バスの事業改善 

・相互利用の利便性を高めるための１日乗車券等の割引料金制度の導入などを検討する。 

・地区間の接続や乗り継ぎ等ニーズを踏まえたネットワークの見直しを図り、支線バス

の満足度と利便性の向上を目指す。 

2026 年度 2027 年度 2028 年度 2029 年度 2030 年度 

検討 → 実施 → → 

 

（６）ネットワーク全体での移動サービスを強化するための事業内容 

○乗り継ぎ利便性の改善 

・乗継ダイヤ・料金設定等の観点からサービス改善を目指す。 

2026 年度 2027 年度 2028 年度 2029 年度 2030 年度 

検討 → 実施 → → 
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○利用してもらうための情報発信対応・利用促進活動 

・幹線バスや支線バスの時刻表を作成し配布するとともに、GTFS による見える化など、

利用してもらうための情報発信を行う。 

・出前講座やイベント会場における乗車体験などを通じ、バスの利用促進を目指す。 

2026 年度 2027 年度 2028 年度 2029 年度 2030 年度 

実施 → → → → 

 

○観光客にとって利用しやすい情報提供 

・観光客等の来訪者に対して、公共交通の情報を届けられるよう観光情報との連携や

MaaS を活用した情報発信を行う。 

2026 年度 2027 年度 2028 年度 2029 年度 2030 年度 

実施 → → → → 

 

 

（参考）協議推進体制 

（上部組織） 

【蒲郡市地域公共交通会議】 

 

（下部組織）  

地区公共交通協議会 公共交通ネットワーク検討委員会 

○形原地区公共交通協議会など、支線バ

スの利便性向上と利用増進に向けた活

動を協議・運営する組織。 

○中学校区単位を目安に、地域住民代表

者（総代会長等）により組成。 

○地域公共交通の確保維持のため、鉄

道・幹線バス・支線バスのネットワー

ク調整や各種事業の取組運営状況の評

価・協議する組織。 

○蒲郡市地域公共交通会議の関係委員等

（地域住民・事業者等）により組成。 
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６．達成状況の評価                 

毎年度、計画通りに実行できているかを確認し、計画の見直し、施策の検証、改善を図

る。計画期間の５カ年を通して、PDCA を行う。 

計画の目標管理のため、毎年、鉄道・バス等の利用者数をモニタリングするとともに、

第二次蒲郡市地域公共交通計画の評価を行うタイミングで、住民に対するアンケート調査

を実施し、「公共交通の評価」・「財政負担額の妥当性」・「サービス水準のあり方」などにつ

いて確認し、住民ニーズを踏まえた公共交通ネットワーク網について評価する。 

蒲郡市地域公共交通会議等を定期的に開催することで、各事業年度の取組について関係

者間で相互に共有し、適切な事業推進が出来ているか評価・協議を行い、必要に応じて事

業改善を行う。 

 

図表 ３-９  評価の進め方 

 
 

図表 ３-１０  毎年度の標準的なスケジュール 

2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度 2031年度

P
計画

D
実施

C

評価

A
改善

交通計画策定

事業実施

住民ニーズ調査

事業実施 事業実施 事業実施 事業実施 事業実施

評価
（交通会議）

年度事業策定

計画の策定

見直し改善 見直し改善 見直し改善

計画の見直し改善

住民ニーズ調査

年度事業策定 年度事業策定

地域公共交通計画旧計画 次期計画

年度事業策定

評価
（交通会議）

評価
（交通会議）

評価
（交通会議）

年度事業策定 年度事業策定

旧計画評価
（交通会議）

P

計画

D

実施

C

評価

A

改善

P

計画

地域公共交通計画の計画評価サイクル（５か年で実施）

１
年
単
位
の
事
業
評
価
サ
イ
ク
ル

項目 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

地域公共交通会議 ① ② ③

予算編成 予算要求 議決予算編成

生活交通確保維持改善

計画（補助金）関係

・前年度の事業進捗確認

・前年度決算協議

・補助金計画案の協議

・公共交通計画の評価

・次年度の事業計画協議

・次年度の事業予算協議

・補助事業評価結果確認

・補助事業様式による自己評価

・事業見直し等の協議

第三者評価評価提出
自己評価

協議

計画協議・

申請
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第４章 蒲郡市の地域分析 

 

１．蒲郡市の人口構造                               

・国勢調査にみる蒲郡市の人口構造は、1985年をピークに減少傾向にある。2005年で一旦

増加に転じるが、以降、再度減少傾向にある。 

・国立社会保障人口問題研究所による蒲郡市の将来予測は、2025年以降の人口の減少が加

速する。年齢構造に着目すると、年少・生産年齢人口は共に継続して減少する。一方、

65 歳以上の老年人口はしばらくは横ばいであるものの、2040 年をピークに減少に転じ、

2040年以降は全年齢層で減少していく見通しである。 

 

図表 ４-１ 蒲郡市の人口推移と見通し 

 

資料：RESAS、総務省「国勢調査」、厚生労働省「人口動態調査」、国立社会保障・人口

問題研究所「日本の地域別将来推計人口」より  
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図表 ４-２ 人口ピラミッド 

 

資料：RESAS、総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来

推計人口」より 

 

図表 ４-３ 人口増減 

 

資料：RESAS、総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来

推計人口」より  
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２．人口分布                                   

・2020年国勢調査人口より、市内人口分布の状況を確認した。 

・人口は臨海部に分布し、まち部に集中している。北部山間部、東西縁辺部に向かうほど、

人口分布が減少する地域構造を表している。 

 

図表 ４-４ 蒲郡市の人口分布状況（2020） 

 

資料 RESAS、国勢調査に関する地域メッシュ統計より 
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３．人口流動                                   

（１）通勤・通学の流動実態 

・2005年度（H17）、2010年度（H22）、2015年度（H27）、2020年度（R2）の全体推移

は下記のとおり。 

・人口減少の影響から、通勤・通学の全体の流動量は減少している。 

・通勤の内訳では、市内の流動量は減少し、市外への流出は増加している。 

・通学の内訳では、市内流動・市外流出は減少、流入は横ばい傾向にある。 

 
 

図表 ４-５  人口流動の経年変化（通勤・通学） 

 

資料：国勢調査をもとに作成 

 

図表 ４-６ 人口流動の経年変化（通勤） 

 

資料：国勢調査をもとに作成 
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図表 ４-７  人口流動の経年変化（通学） 

 

資料：国勢調査をもとに作成 
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（２）通勤・通学における自治体間の流動実態 

・2020年度（R2）の通勤流動は、豊川市・豊橋市・西尾市・幸田町・岡崎市・名古屋市

等との流動量が多く、どの自治体とも蒲郡市から市外への流出が多い。 

・2020年度（R2）の通学流動は、名古屋市・岡崎市・豊川市・豊橋市・西尾市等との流

動量が多く、通勤と同様に流出傾向があるが、豊川市からは流入の方が多い。他地域と

比べ絶対量は少ないが、幸田町からは流入量の方が多い。 

 

図表 ４-８ 通勤者の流出入者数地域別構成（2020） 

 

資料 RESAS、国勢調査より 
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図表 ４-９ 通学者の流出入者数地域別構成（2020） 

 

資料 RESAS、国勢調査より 
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４．都市機能施設                                   

・都市機能施設は、蒲郡駅や三河三谷駅、形原駅などの鉄道駅周辺に集積している。 

 

図表 ４-１０ 都市機能施設の集積状況 

 

資料：蒲郡市都市計画マスタープラン（令和５年３月）より  
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５．観光施設                                   

・市内には、県内有数の観光施設が多数立地している。 

 

図表 ４-１１ 主な観光施設位置図 

 

資料：蒲郡市都市計画マスタープラン（令和５年３月）より 
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第５章 上位関連計画・連携計画等 
 

１．蒲郡市第五次総合計画                                    

第五次総合計画（2021 年度（R3）～2030 年度（R12））における「公共交通」分野に

ついて、市民意識調査では、公共交通は重要度が高く満足度が低い項目となっており、

優先度の高い課題として指摘されている。そのため公共交通に関する施策として、「鉄道

を中心としたネットワーク網の維持確保と交通空白地解消」、「関係者間の連携強化によ

る事業推進」、「持続性のある公共交通の確保」を進めることとなっている。 

図表 ５-１ 第五次総合計画－分野別計画－公共交通 

 

資料：第五次蒲郡市総合計画（令和３年６月）  
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図表 ５-２ 第五次総合計画－分野別計画－公共交通（つづき） 

 

資料：第五次蒲郡市総合計画（令和３年６月） 
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２．蒲郡市都市計画マスタープラン                              

蒲郡市都市計画マスタープラン（令和 5 年度～14 年度計画）においては、交通空白地

の解消、公共交通ネットワークの維持、自家用車依存の低減及び交通結節点の強化につ

いて明記されている。 
 

○将来都市構造の基本的な考え方（抜粋） 

・（略）市内には JR 東海道本線や名鉄蒲郡線の鉄道が整備され、基幹的な公共交通として

機能しています。道路網としては、市北部を東西に横断する国道 23 号蒲郡バイパスや、

国道 247号中央バイパスなどの横軸と、市街地･臨海地域を接続する縦軸となる路線の整

備が随時進んでいます。これらを活かした市域内外のつながりを強化する交通軸を形成

します。 

・JR と名鉄で、あわせて９駅が整備されている鉄道駅周辺は、居住や都市機能が集積する

拠点として位置づけ、拠点間を鉄道軸で連絡するコンパクトなまちを形成します。また、

国道 23号蒲郡バイパスのインターチェンジ周辺は、広域交通利便性を活かした工業系拠

点として位置づけます。 

 

図表 ５-３ 将来都市構造図（都市計画マスタープラン） 

 

資料：蒲郡市都市計画マスタープラン（令和５年３月） 
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○公共交通ネットワークの形成方針 （抜粋） 

①公共交通ネットワーク 

・住民ニーズを踏まえて誰もが安心して快適に移動できる公共交通ネットワークを構築す

ることで、交通空白地の解消を図ります。 

・交通事業者をはじめとした関係者間の連携を強化し、公共交通ネットワーク維持確保の

取り組みを推進します。 

・自家用車中心から公共交通機関を適度に賢く利用する状態へと少しずつ変えていくこと

を促す取り組みを進めます。 

②交通結節点 

・各鉄道駅周辺の駐車場･駐輪場･駅前広場･アクセス道路の維持･改善を行い、交通結節点

の機能強化を図ります。 

・公共交通結節点を整備する際には、既存交通結節点を踏まえた位置･規模などの検討を行

います。 

 

図表 ５-４ 将来ネットワーク図（都市計画マスタープラン） 

 

資料：蒲郡市都市計画マスタープラン（令和５年３月） 
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図表 ５-５ 土地利用方針図（都市計画マスタープラン） 

 
資料：蒲郡市都市計画マスタープラン（令和５年３月） 
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３．蒲郡市立地適正化計画                                

蒲郡市立地適正化計画（令和元年～22 年度（2040 年度）、令和 6 年一部改訂）におい

ては、人口減少・少子高齢化の進展を踏まえ、適切な人口誘導によりコンパクトな都市

構造を維持するまちづくりを目指す。 

都市機能誘導区域・居住誘導区域を指定し、誘導施策を行いつつ、拠点間を結ぶ、公

共交通施策の事業推進を位置づけている。 
 

図表 ５-６ 将来都市構造図（立地適正化計画） 

 

資料：蒲郡市立地適正化計画（令和６年７月） 
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図表 ５-７ 将来都市構造図（立地適正化計画）（つづき） 

 

資料：蒲郡市立地適正化計画（令和６年７月） 
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図表 ５-８  都市機能誘導区域と居住誘導区域の重ね図 

 

資料：蒲郡市立地適正化計画（令和６年７月） 
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４．蒲郡市観光まちづくりビジョン                                

観光まちづくりビジョンは、2021年３月に策定した５カ年の計画で、観光まちづくり

と観光産業活性化の２面から「観光交流都市」の形成を目指すもの。 

アクションプランの中で、「市内外の回遊性の向上」を目指して、「市内移動交通手段

の拡充および周遊性拡大」を目指す事業を展開する。 
 

〇基本理念 

 

 

〇アクションプランにおける「市内外の回遊性の向上」に関する施策 

■市内移動交通手段の拡充および周遊性拡大 

2021年度以降の

実施事業 

・蒲郡市地域公共交通計画と連携した二次交通の拡充 短期 

・路線バスを活用した観光モデルコースの検討 短期 

・観光タクシーの活用 短期 

・レンタサイクル等の利便性向上（サイクルステーション整備、乗り

捨て対応等） 中期 

関連主体 

観光関連事業者（交通事業者） 

蒲郡市／蒲郡商工会議所／蒲郡市観光協会／市民まちづくりセンター

／市民団体／まちづくりカンパニー／観光ＤＭＯ 

 

■名鉄西尾・蒲郡線を活用した観光プログラムの創出 

2021年度以降の

実施事業 

・名鉄西尾・蒲郡線沿線イベントへの支援（祭り、ウォーキングイベ

ント等） 短期 

・名鉄車両を活用したイベント創出 長期 

関連主体 

市民／おもてなしコンシェルジュ・キッズコンシェルジュ 

観光関連事業者（宿泊施設、観光施設、飲食施設、商業施設、交通事

業者） 

蒲郡市／蒲郡商工会議所／蒲郡市観光協会／市民まちづくりセンター

／市民団体／まちづくりカンパニー／観光ＤＭＯ 

  

観光まちづく り 観光産業活性化

観光協会が主導で、
会員の事業者を活性化

（ 磨き上げ、 育成、 PR等）

市民や観光事業者以外の主体が
蒲郡の観光資源をはじめ

あらゆるコンテンツを活用し
まちの賑わいを高めていく

多様な人々が、
自らの“ 幸せな時間・ スト ーリ ー” を創るこ と ができるまち

蒲郡がその“ 意味づけ” のきっかけと なる
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５．蒲郡市地球温暖化対策実行計画                                

蒲郡市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）は、令和６年９月に策定された。 

市民、事業者、市が協力連携して、温室効果ガスの削減および新エネルギーの導入促

進を目指すもの。 

2050 年ゼロカーボン実現を目指した 2030 年度までのアクションについて記載さ

れており、運輸部門についての削減量の目安が設定されている。 
 

図表 ５-９ 二酸化炭素排出量削減目標 

 

 

（参考）中期目標における部門別削減量の目安 

 

資料：第２次蒲郡市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）（令和６年９月）  
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６．名鉄西尾・蒲郡線活性化実施計画                                

第４次名鉄西尾・蒲郡線活性化実施計画は、令和３年７月に策定された。実施計画は

令和３年度から７年度の５か年とし、目標年度を令和７年度としている。計画主体は、

西尾市・蒲郡市の市民応援団を中心に地域住民、経済界、行政、交通事業者が一体とな

って組織する名鉄西尾・蒲郡線活性化協議会であり、利用促進と沿線の活性化を目的と

する。 

重点目標として、通学・通勤定期利用者の利用開拓、域内外の定期外利用者の増加・

利用開拓、鉄道の環境・サービス向上、情報発信連携強化を掲げている。 
 

図表 ５-１０ 名鉄西尾・蒲郡線の年間輸送人員目標（名鉄西尾・蒲郡線活性化実施計画） 

 

 

資料：第４次名鉄西尾・蒲郡線活性化実施計画 （令和３年７月） 

 

図表 ５-１１ 重点目標Ａ（名鉄西尾・蒲郡線活性化実施計画） 

 

資料：第４次名鉄西尾・蒲郡線活性化実施計画 （令和３年７月） 
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図表 ５-１２ 重点目標Ｂ（名鉄西尾・蒲郡線活性化実施計画） 

 

資料：第４次名鉄西尾・蒲郡線活性化実施計画 （令和３年７月） 
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図表 ５-１３ 重点目標 C（名鉄西尾・蒲郡線活性化実施計画） 

 

 

資料：第４次名鉄西尾・蒲郡線活性化実施計画 （令和３年７月） 
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図表 ５-１４ 重点目標 D・E（名鉄西尾・蒲郡線活性化実施計画） 

 

 

資料：第４次名鉄西尾・蒲郡線活性化実施計画 （令和３年７月） 
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第６章 蒲郡市の交通インフラ状況 

 

１．鉄道の利用状況                                

・名鉄西尾・蒲郡線の輸送実績は、2019年度（H30）までは１年間で 300万人を超えてい

たが、2020～2023年度は 300万人に届いておらず、輸送実績は 2010年度（H13）との比

較で 5.7ポイント減少している。 

・蒲郡線（吉良吉田駅～蒲郡駅）だけに着目すると、輸送実績は 2010年度（H13）との比

較で 13.5ポイント減少している。 

・蒲郡市内の駅別の乗降人数については、2010 年度と 2023 年度を比較すると、三河鹿島

駅・蒲郡競艇場前駅は利用者が増加、西浦駅・形原駅では利用者が減少している。 

図表 ６-１ 名鉄西尾・蒲郡線（西尾～蒲郡間）の輸送人員及び輸送密度の推移 

 

資料：名鉄西尾・蒲郡線対策協議会第２８回対策協議会資料（令和６年１１月）より  
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図表 ６-２ 名鉄蒲郡線（吉良吉田～蒲郡間）の輸送人員及び輸送密度の推移 

 

資料：名鉄西尾・蒲郡線対策協議会第 28回対策協議会資料（令和６年１１月）より 

 

図表 ６-３ 駅別の１日平均乗降人数の推移 

 
資料：名鉄西尾・蒲郡線対策協議会第 28回対策協議会資料（令和６年 11月）より 
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○名鉄西尾・蒲郡線（西尾駅～蒲郡駅）の今後の運行継続について 

令和８年度以降の名鉄西尾・蒲郡線（西尾駅～蒲郡駅）の鉄道運行・支援については下

記の方針が確認されている。 

 

図表 ６-４ 令和８年度以降の名鉄西尾・蒲郡線（西尾駅～蒲郡駅）の鉄道運行・支援に

ついて 

１ 蒲郡線（吉良吉田駅～蒲郡駅）を対象としたみなし上下分離方式により、鉄道とし

ての存続を決定する。   

２ みなし上下分離方式への事業構造の変更にあたり鉄道事業再構築事業を適用するこ

とにより、国の社会資本整備総合交付金（地域公共交通再構築事業）の活用を目指す。 

３ 前２項による運行期間は 15 年を基本とし、自治体が負担する範囲（維持管理・設

備投資など）は協議の上、今後決定する。  

４ みなし上下分離方式への移行は令和９年４月とし、移行するまでの期間は、現行の

支援を継続する。   

５ 事業構造の変更を行わない西尾線（西尾駅～吉良吉田駅）は、鉄道運行及びこれに

係る支援について、従前どおり協議対象区間とし、併せて蒲郡線と一体的に利用促進策

を継続する。  

６ 今後具体的な事項については、３者及び愛知県において引き続き協議を進める。 

資料：名鉄西尾・蒲郡線対策協議会第 29回対策協議会資料（令和７年３月）より 
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〇JR 東海道本線 

・JR 東海道本線の乗車客数は下記のとおり。 

 

図表 ６-５  ＪＲ東海道本線駅別乗車客数 

 
資料：がまごおりの統計令和６年度より 
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２．民間路線バス（幹線バス）の利用状況                              

・蒲郡市が補助金を投入して支援している名鉄バス㈱のバス路線の利用状況を確認した。 

・2022年度（R4）以降毎年増加しているものの、回復は緩やかでありコロナ禍以前の水準

に回復していない。 

・2024年度（R6）には、支援対象路線が４系統から５系統へと増えている。 

 

図表 ６-６  民間路線バス（幹線バス）の利用状況の推移 
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図表 ６-７  民間路線バス（幹線バス）の利用状況の推移（1 便あたり） 
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３．支線バスの利用状況                              

・蒲郡市が自主運行している支線バス（コミュニティバス・くるりんバス）の状況は下記

のとおり。 

・2015年度（H27）から形原地区において、支線バスの運行が開始された。その後、2019

年度（R1）に東部・西部地区で、2020年度（R2）に三谷・大塚地区で、2023年度（R5）

に西浦地区で支線バスの運行が開始された。 

・2020年度（R2）は、コロナ禍の影響により形原地区の利用者数が減少した一方で、新た

な地区で支線バスの運行か開始されたことから、全体の利用者数は増加した。 

・2022年度（R4）からは、週４日運行に増強され、利用者数は順調に伸びている。 

・2023年度（R5）には、西浦地区で支線バスの運行が開始された。 

・2025年度（R7）には、塩津地区で支線バスの運行が開始された。 

 

 

図表 ６-８  支線バス（コミュニティバス・くるりんバス）の利用状況の推移 
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図表 ６-９  形原・東部・西部地区支線バスの利用状況の推移 
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図表 ６-１０ 三谷・大塚・西浦地区支線バスの利用状況の推移 
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４．財政投入状況                            

 

○自主運行バス等に対する財政投入状況（周辺市町との比較） 

・蒲郡市及びその周辺自治体における自主運行バス等に対する財政投入状況について、愛

知県の調査資料より整理した。 

・蒲郡市は、2023年度（R5）において、年間 8,720万円程度を負担している状況で、絶対

額は周辺市町と比較しても多くはないものの、増加傾向にある。 

 

図表 ６-１１ 蒲郡市を含む周辺市町における自主運行バス等への財政投入状況 

 
 

 

○市の公共交通に関する財政投入状況 

・蒲郡市は、公共交通に関する費用としてあわせて、2024年度（R6）において、年額約２

億１千万円を負担しています。 

・このうち、名鉄西尾・蒲郡線の運行支援に年額約 99百万円、路線バスの運行支援に年額

約 59 百万円、支線バス（６路線）の運行費用に年額約 41 百万円、高齢者タクシー運賃

助成事業に年額約 14百万円を負担しています。 

 

図表 ６-１２  蒲郡市の公共交通への財政投入状況 

対象 財政投入額（年額） 

鉄道（名鉄西尾・蒲郡線）  99,313,000 円 

幹線バス（民間路線バス・名鉄バス）  58,842,000 円 

支線バス（コミュニティバス・くるりんバス）  40,715,410 円 

高齢者タクシー運賃助成事業  13,785,780 円 

合計 212,656,190 円 
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５．高齢者タクシー運賃助成事業の状況                       

・高齢者タクシー運賃助成事業（高齢者割引タクシーチケット）の状況は下記のとおり。 

○対象者：蒲郡市に住民登録のある満 70歳以上の方 

○交付枚数：１人 100枚まで（50枚綴りを２冊）  

○割引区間：出発地・到着地いずれも蒲郡市内の場合に限る 

○割引率：３割（タクシー会社１割、蒲郡市２割負担、市負担限度額 1,000円） 

○利用方法：乗車時に、乗務員に身分証明書を提示し、必要事項を記載したチケットを

渡す。 

 

図表 ６-１３  高齢者タクシー運賃助成事業の利用実態 
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６．免許自主返納状況                               

・自動車免許証の自主返納状況は下記のとおり。 

・蒲郡市では、高齢者運転免許自主返納支援事業として、2009年（平成 21年）8月から運

転免許証を自主返納される 70歳以上の市民の方を対象に記念品（バス回数券または三河

木綿グッズ）の贈呈をしている。 

・近年、自主返納が定着している。 

 

図表 ６-１４  免許自主返納状況 
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７．免許所有率                               

・自動車免許証の年齢別所有率は下記のとおり。 

・蒲郡市では、25～74歳の世代では 85％を超える所有率となっている。一方、16～24歳及

び 80～84歳では５割程度である。 

 

 

図表 ６-１５  年齢別自動車運転免許所有率（蒲郡市） 

 

※令和６年１２月の人口および所有者数から算出  

資料：愛知県の運転免許人口（愛知県警察）、蒲郡市人口及び世帯数統計をもとに作成 
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第７章 住民向けアンケート調査 

 

（１）調査対象 

蒲郡市在住の満 16歳以上の方 3,000人（住民基本台帳から無作為抽出） 

 

（２）調査方法 

 郵送による配布・回収（オンライン回答併用） 

 

（３）調査期間 

 2025（R7）年８月８日（金）～９月１日（月） 

 

（４）回収数 

 回収数：1,165票（38.8％）  有効回答数：1,165票（38.8％）  

 

（５）調査項目 

問１：回答者属性 

問２：外出頻度・目的 

問３：公共交通に対する評価 

問４：「名鉄西尾・蒲郡線」の利用実態 

問５：バスの利用実態とその満足度 

問６：コミュニティバスのあり方 

問７：蒲郡市の将来的な公共交通のあり方 
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（６）結果概要 

・「日常の公共交通での移動に不便を感じていますか」に対して、「感じている」「やや

感じている」人の割合は 35.7％となり、前回調査から悪化した。不便に感じる理由

としては、運賃ではなく、運行本数の少なさと駅・バス停が遠いとの回答が多い。 

・公共交通が「ない」あるいは「利用しづらい」ために外出を控えた経験があると回答

した人の割合が２割程度ある。 

・名鉄蒲郡線及び路線バスについては、現状の運行維持を望む意見が多い。 

・バスに満足している人にとっては、特にバス停の位置が満足度を高めている。運賃・

着席も満足度を高めている。 

・バスに不満がある人にとっては、希望する時間（移動需要のある時間）での運行がで

きていない。また、バス停の位置の問題もある。 

・くるりんバスの認知度は十分に向上したが、利用経験者の割合が極めて少ない。 

・くるりんバスの新規運行は許容される傾向にある。 

・くるりんバスのサービス水準については、維持と向上（運行日数拡大と運行本数拡大

の合計）が拮抗している。 

・バスの今後のネットワークのあり方については意見が拮抗している。 

・蒲郡市の将来的な公共交通のあり方として、優先すべき目的については、通学及び高

齢者や障がい者等の移動確保と回答した割合がともに７割以上と圧倒的に多く、次い

で通勤が４割程であった。一方で、観光とした人は２割未満であった。 

・現状の市の財政負担額については、「妥当」と回答した人の割合が半数を超えたが、

多すぎるという意見も一定数あった。 

・路線バスについては、現状の水準維持を希望する者が半数であるが、サービス水準の

低下やタクシー代替を希望する声も一定ある。 

・「高齢者タクシー運賃助成事業」については現状維持と財政負担削減とがやや拮抗。 

・公共交通を維持していくことについては財政負担の増大を許容する傾向にある。一方

で、サービス向上については、需要が多いところを優先すべきという声がやや多い。 

・子どもたちが日常的に通学などに利用できるような公共交通を構築するべきかについ

ては支持する割合が大きい。 

・観光目的としての公共交通については意見が拮抗している。 
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（７）前々回・前回調査との比較 

今回調査（2025年）と、前回調査（2020年）及び前々回調査（2017年）との比較

を行った。 

 

・「日常の公共交通での移動における不便の有無」について、「感じている」「やや感じてい

る」人の割合は 35.7％となり、前々回・前回調査と比較して悪化した。 

問 3-1：公共交通での移動における不便の有無 2017 年調査 2020 年調査 2025 年調査 

「感じている」「やや感じている」人の割合 34.6% 31.0% 35.7% 

 

・「バスの利用頻度」について、「ほとんど乗らない」人の割合は 91.7%となり、前々回・

前回調査と比較して悪化した。 

問 5-1(1)：バスの利用頻度 2017 年調査 2020 年調査 2025 年調査 

「ほとんど乗らない」人の割合 85.4% 86.8% 91.7% 

 

・バスの「サービス水準に対する満足度」について、「満足」「おおむね満足」を選択した

人の割合は 36.8％となり、前々回・前回調査と比較して改善した。 

問 5-2：サービス水準に対する満足度 2017 年調査 2020 年調査 2025 年調査 

「満足」「おおむね満足」を選択した人の割合 35.1% 36.4% 36.8% 

 

・公共交通を維持するための「市の財政負担額」について、「妥当」を選択した人の割合は

58.2％となり、前回調査から増加した。 

問 7-2：公共交通維持にかかる市の財政負担額 2017 年調査 2020 年調査 2025 年調査 

「妥当」を選択した人の割合 36.8% 42.3% 58.2% 

※無回答を除外している。 

 

（８）調査結果 

詳細は、別冊アンケート調査報告書を参照。 
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第８章 協議体制と協議経過 
 

１．蒲郡市地域公共交通会議                            

 

（１）設置要綱（一部抜粋） 

（設置） 

第１条 蒲郡市は、道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）の規定に基づき、地域にお

ける需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客運送の確保その他旅客の利便の増進

を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するとともに、

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成１９年法律第５９号。以下「法」とい

う。）第５条第１項の規定に基づき、地域公共交通計画（以下「交通計画」という。）の作

成に関する協議及び交通計画の実施に係る連絡調整を行うため、蒲郡市地域公共交通会

議（以下「交通会議」という。）を設置する。 

（協議事項及び事業） 

第２条 交通会議は、次に掲げる事項について、協議するとともに、交通計画に位置付け

られた事業を実施する。 

⑴ 地域の実情に応じた適切な旅客運送の態様に関すること。 

⑵ 蒲郡市の公共交通政策の推進に関すること。 

⑶ 交通会議の運営方法に関すること。 

⑷ 法第１条の目的を達成するために必要な次に掲げる事項に関すること。 

ア 交通計画の策定及び変更の協議に関すること。 

イ 交通計画の実施に係る連絡調整に関すること。 

ウ 交通計画に位置づけられた事業の実施に関すること。 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、交通会議の目的を達成するために必要なこと。 

（組織） 

第３条 交通会議は、委員３３人以内をもって組織する。 

２ 交通会議の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

⑴ 蒲郡市長及びその指名する市職員 

⑵ 一般旅客自動車運送事業者の代表者又はその指名する者 

⑶ 一般旅客自動車運送事業者の組織する団体の代表者又はその指名する者 

⑷ 市民又は利用者の代表者 

⑸ 国土交通省中部運輸局愛知運輸支局長又はその指名する者 

⑹ 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表者又はそ

の指名する者 

⑺ 愛知県東三河建設事務所長又はその指名する者 

⑻ 愛知県蒲郡警察署長又はその指名する者 

⑼ 学識経験を有する者 

⑽ 愛知県の関係行政機関の職員 

⑾ その他市長が必要と認める者 



資料編 第８章 協議体制と協議経過 

77 

 

（２）協議体制（委員名簿）               

区分 団体名 役職 委員名 

主宰市 
蒲郡市 市長 鈴木 寿明 

蒲郡市 市民生活部長 大森 康弘 

交通事業者 

及び 

事業者団体 

名鉄バス株式会社 首席交通企画官 後藤 泰之 

豊鉄タクシー株式会社 取締役社長 鈴木 英司 

株式会社かね一自動車 常務取締役 黒木 成美 

名古屋鉄道株式会社 
地域活性化推進本部地域連

携部交通サービス担当課長 
髙井 勇輔 

公益社団法人愛知県バス協会 専務理事 小林 裕之 

愛知県タクシー協会 
専務理事 小笠原 洋和 

(前)深谷 克巳 

地域住民・利用者 

蒲郡市総代連合会 会長 
平野 良則 

(前)細井 政雄 

蒲郡市身体障害者福祉協会 会長 神田 元治 

蒲郡市老人クラブ連合会 副会長 鈴木 香代子 

蒲郡市社会福祉協議会 会長 
竹内 仁人 

(前)鈴木 良一 

蒲郡市小中学校ＰＴＡ連絡協議会 会計 鈴木 善晴 

蒲郡商工会議所 会頭 小澤 素生 

蒲郡市観光協会 会長 杉山 和弘 

NPO法人ブックパートナー 理事 岡田 有里子 

蒲郡市ボランティア連絡協議会 会長 山本 なおみ 

蒲郡市子ども会連絡協議会 会長 坪井 英幸 

地方運輸局  中部運輸局愛知運輸支局 首席運輸企画専門官 原田 光一郎 

運転者が組織する団体 愛知県交通運輸産業労働組合協議会 幹事 壁谷 政志 

道路管理者 愛知県東三河建設事務所 維持管理課長 奥谷 敦史 

都道府県警察 愛知県蒲郡警察署 交通課長 磯貝 篤 

学識経験者 
愛知工科大学 教授 村上 新 

名城大学 教授 松本 幸正 

都道府県 愛知県都市・交通局交通対策課 担当課長 石屋 義道 

地域協議組織 

形原地区公共交通協議会 会長 藤田 幸三 

東部地区公共交通協議会 
副会長 

会長 

小田 貞夫 

(前)金澤 裕生 

西部地区公共交通協議会 会長 倉橋 勝良 

三谷地区公共交通協議会 会長 小田 勝一 

大塚地区公共交通協議会 会長 山口 俊明 

西浦地区公共交通協議会 会長 壁谷 隆 

塩津地区公共交通協議会 会長 榊原 関保 
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（３）公共交通ネットワーク検討部会 

  設置要綱第１０条に基づき、分科会として計画等について協議を行った。 

（委員名簿） 

  区分 団体名 役職 部会員名 

主宰市 蒲郡市 交通防犯課長 磯貝 友宏 

交通事業者及び

事業者団体 

名鉄バス株式会社 首席交通企画官 後藤 泰之 

豊鉄タクシー株式会社 取締役社長 鈴木 英司 

株式会社かね一自動車 常務取締役 黒木 成美 

地域協議組織 

形原地区公共交通協議会 会長 藤田 幸三 

東部地区公共交通協議会 
会長 

副会長 

金澤 裕生 

小田 貞夫 

西部地区公共交通協議会 会長 倉橋 勝良 

三谷地区公共交通協議会 会長 小田 勝一 

大塚地区公共交通協議会 会長 山口 俊明 

西浦地区公共交通協議会 会長 壁谷 隆 

塩津地区公共交通協議会 会長 榊原 関保 

 

２．会議開催経過                                   

〇蒲郡市地域公共交通会議 

回数 日時 検討テーマ（地域公共交通計画関係分） 

１ R7.6.25 
○蒲郡市地域公共交通計画の協議の進め方について 

○市民アンケートについて 

２ R7.10.30 ○第二次蒲郡市地域公共交通計画（案）について 

３ R7.12.17 ○第二次蒲郡市地域公共交通計画（案）について 

４ R8.3.10 ○第二次蒲郡市地域公共交通計画（案）について 

〇蒲郡市公共交通ネットワーク検討部会 

回数 日時 検討テーマ（地域公共交通計画関係分） 

１ R7.5.28 ○蒲郡市地域公共交通計画の協議の進め方について 

２ R7.10.7 ○第二次蒲郡市地域公共交通計画（案）について 

３ R7.11.28 ○第二次蒲郡市地域公共交通計画（案）について 

 

３．パブリックコメント                               

（１）実施時期 

  令和８年１月８日（木）から令和８年２月６日（金）まで 

（２）意見 

  なし 
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＜用語解説＞ 

用語・語句 解説 

改善基準告示 

 

 

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準（厚生労働大臣告示）。 

労働者の健康確保及び国民の安全確保のため、自動車運転者の労働時

間等の上限等について基準が設けられている。 

幹線バス 

 

市の中心部と周辺地域を結び、交通の重要な基盤として広域的な役割

をもつ路線バスを指す。 

共創 

 

行政と民間が連携して、それぞれの強みやリソースを持ち寄り協働す

ることで、課題解決や新たな取組み・枠組みを創造すること。 

コミュニティバス 住民の移動手段を確保するために、自治体などが運行するバス。 

支線バス 

 

 

中心部から離れた地域と駅などの主要な交通拠点を結ぶために運行さ

れるバスを指し、交通空白地の解消や移動困難者の移動手段確保を目

的とする。 

鉄道事業再構築事業 

 

 

 

経営状況に鑑み、継続が困難又は困難となる恐れがあると認められる

鉄道事業を対象として、経営の改善を図るとともに、地方公共団体等の

支援を受けつつ、上下分離等の事業構造の変更を行うことにより、その

路線における輸送の維持を図るための事業。 

二次交通 

 

拠点となる鉄道駅等から観光地や目的地までの移動手段を指す。 

鉄道駅（一次交通）からの路線バス、コミュニティバスなどが該当する。 

フィーダー系統 

 

幹線（鉄道や地域間幹線バスなど）と接続し、地域内の移動を支える支

線の役割を担うバス・乗合タクシーなどの運行系統を指す。 

福祉有償運送事業 

 

 

NPO 法人や社会福祉法人などの非営利団体が、障害者や要介護者など

公共交通機関の利用が困難な方を対象に、自家用自動車（白ナンバー）

で行うドア・ツー・ドアの個別輸送サービス。 

みなし上下分離方式 

 

 

鉄道の運行（上部）を担う主体と用地・鉄道施設（下部）を担う主体を

分離する仕組みで、下部の保有権は鉄道事業者が持ち続けるものの、そ

の維持管理費用を沿線自治体が「実質的に」負担する方式。 

モード 鉄道、バス、タクシーなどの交通手段のこと。 

ラストワンマイル 最寄り駅やバス停から自宅や目的地までの最後の短い区間を指す。 

CASE 

 

 

モビリティの未来を変革する新しい技術領域である Connected（コネ

クテッド）、Autonomous（自動運転）、Shared & Services（シェアリ

ング／サービス）、Electric（電動化）の頭文字を取ったもの。 

GTFS 

 

 

 

General Transit Feed Specification の略。公共交通機関の時刻表や経

路、バス停位置などの情報提供を目的とした標準データフォーマット

のことで、事業者がデータを整備・公開することで、利用者が地図サー

ビスや経路検索サービスで交通情報へアクセスできるようになる。 

MaaS 

 

 

Mobility as a Service の略。出発地から目的地までの移動に対し、様々

な移動手段・サービスを組み合わせて一つの移動サービスとして捉え

るもの。 
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